
   

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
三
十
七
号 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
広
島
県
条

例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
給
与
か
ら
の
控
除
） 

第
十
一
条 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

の
支
給
に
際
し
て
は
、
そ
の
給
与
か
ら
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

一 

県
公
舎
の
使
用
料 

二 

地
方
職
員
共
済
組
合
広
島
県
支
部
又
は
警
察
共

済
組
合
広
島
県
支
部
の
定
額
積
立
貯
金
の
積
立
金 

三 

地
方
職
員
共
済
組
合
広
島
県
支
部
又
は
一
般
財

団
法
人
広
島
県
警
察
職
員
互
助
会
の
団
体
取
扱
い

に
係
る
生
命
保
険
の
保
険
料 

 

（
給
与
か
ら
の
控
除
） 

第
十
一
条 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

の
支
給
に
際
し
て
は
、
そ
の
給
与
か
ら
県
公
舎
の
使

用
料
に
相
当
す
る
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

       
 

 


